
   北本市道路幅員証明事務取扱要綱 

平成２９年１２月６日 

市  長  決  裁 

平成３０年１１月２８日改正 

令和３年４月１日改正 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、自動車置場の前面道路の幅員に関する証明（以下

「道路幅員証明」という。）の事務の取扱いについて必要な事項を定

めるものとする。 

（対象用地） 

第２条 この要綱において道路幅員証明の対象とする道路用地等は、北

本市都市整備部建設課が所管する次に掲げるものとする。 

 ⑴ 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項に規定する市

町村道 

 ⑵ 道路法の適用を受けない道路 

 ⑶ 水路敷 

 ⑷ その他公有地 

（申請） 

第３条 道路幅員証明を申請する者（以下「申請者」という。）は、道

路幅員証明願（別記様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に正副２

部提出しなければならない。 

⑴ 案内図 

⑵ 公図の写し 

２ 申請者に代わって一部又は全部の事務を代理する場合は、その代理

人が申請書に委任状を添付の上、委任された事務を行うことができる

ものとする。 

（手数料） 



第４条 道路幅員証明の交付を受ける者は、北本市手数料条例（平成１

２年条例第９号）第２条第７１号に規定する手数料を納入しなければ

ならない。 

（委任） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

（平成３０年１１月２８日改正） 

（令和３年４月１日改正） 



別記様式（第３条関係） 

道路幅員証明願 

  年  月  日 

（宛先）北本市長  

住所（所在地） 

申請者 氏名（名称及び代表者名）       

電話                 

下記の自動車置場の前面道路の幅員は、    メートルであること

を証明願います。 

記 

１ 自動車置場の地番 北本市 

           市街化区域 ・ 市街化調整区域 

２ 理由 

３ 添付書類 案内図及び公図の写し 

上記の自動車置場の前面道路の幅員は、    メートルであるこ

とを証明する。 

北   証第  号 

  年   月   日 

北本市長        印 


